
「南 国 」の 世 界 像

「北 」との 関係 を 中 心 と して
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1東 ア ジア ・東 南 ア ジア ・ベ トナム

近年、 日本史の学界を中心に、前近代の東アジアにおける国家間関係やそれぞれの政治 ・社

会統合の特質、それ らを成 り立たせた歴史的 ・地理的な 「世界像」を、 「華夷秩序」f華 夷意

識」など中華帝国にかかわる概念をてがかりと して検討す ることがさかんである。

中国周辺の諸国の政治 ・社会統合にっいていえば、古典的な中国中心史観 は、中華帝国の国

家モデルや朋封体制 ・朝貢貿易 システムが実際には周辺諸国の自立性 ・主体性をそれほど束縛

していなか ったことが明 らかにされたことによって崩れた。だが、前近代諸国の歴史を、基本

的にはたがいに孤立 した一国的な 「内部発展」の歴史であ ると見なす 「国民国家的史観」 もま

た、長持 ちはしなか った。中国以外の諸国において も 「古代国家の形成」だけでな く中世

以降にも一 権力の正統性や社会統合にとって、対外関係はけっして付随的な事柄ではなか っ

た。対外関係 に対応す る、 「世界」と 「歴史」の中への自己の位置づけも不可欠だった。

東ア ジアで対外関係の取 りむすびかたやその位置づけの もっとも普遍的なモデルを提供 した

のは中華帝 国であった し、多 くの場合、関係にせよ位置づ けにせよ中国をどうあつかうかが根

本的な問題 だった。周辺諸国の 「主体性」が発揮 されたのはそうした 「場」ないし 「環境」の

中でであり、それぞれの華夷秩序と華夷意識をもつ 「小中華」を形成することが主体性のあ ら

われだったのだ。中国への対抗意識(こ の側面を 「対抗中華」 と呼びたい)と 事大主義の交錯、

中華を構成す る諸要素が ときには 「非中国的」に変形された りこった煮的に利用され るが とき

には 「中国より中国 らしくゴなること、他の周辺諸国に華夷秩序を押 しつけることの困難。小

中華の諸特質に着目した研究が、東アジア諸国の相互関係 とそれぞれの歴史をよりよく理解す

る一手段となることは明 らかである。

さて、漢字文化圏に属す るベ トナムで、王たちが中国の朋封を受 けなが ら国内 ・東南ア ジア

諸 国に対 しては皇帝を称 し、独 自年号や独 自貨幣 を鋳造す る、「北 国」(中 国)と 対等 な 「南

国」と自国を位置づけるなど、ベ トナム王朝国家が対抗 中華の性格を強 くおびた小中華であ っ

たことはよ く知 られている。独 自の朝貢体制を築 こうとしたことも、 しば しば指摘 され るD。

ただそれ らは、おおむね一般的に対抗中華ない し 「もうひとっの中i華」として説かれ るだけ

で、他の小中華群 と比較 して独自性を浮かびあが らせるよ うな作業 は、制度や体制にせよ意識

や論理にせよ、ほとん どお こなわれていない。1「もう一っの中華」 としかいいようがない点が

「神国」という独 自の論理をもっ 日本などとはちが うのだ、というイメージが比較的ひろまっ
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ているが、では朝鮮が 「もうひとつの中華」であったのとどう違 ったのかは、明 らかでない。

朝鮮や 日本 との比較だけではない。東南アジア大陸部 というのは、島喚部 とくらべればかな

り中国の影響の強い 「場 」と考えられる。近世の中部 タイ王朝は首都一(畿 内)一 地方国一朝

貢国、おな じくコンバ ウン朝 ビルマ(1752-1885)は 首都 一直轄地 一土侯国 一藩属国と、それ

ぞれ朝貢国の存在を不可欠 とす る同心円的統治体制をもち、 ビルマ王は 「西方において傘さす

大国の王すべてを支配する王」として中国皇帝(東 方において傘 さす大国の王すべてを支配す

る王)と の対等性を主張 していた2)。 タイ ・ビルマの王権の正当性や国家機構モデルがお もに

ヒンドゥー ・仏教などイ ン ドモデルによ っていることか ら、これ らとベ トナムとの小中華とい

う文脈での比較などは頭から無視 されてきたが、それでよいのだろうか。近世の これ ら諸国に

おける統治体制や世界像が、隣接す る巨人=中 国との関係ぬきで組み立て られえたとはとうて

い考え られない。 日本の天孫降臨神話がいくら中国でな く北 アジア系の ものであろうが、日本

封建性がいかに非中国的な構造を もとうが、東アジアという場に着目す るか ぎり日本を対抗中

華と考える意味は失われないのと、問題は同 じであろう。

ベ トナムに話をもど して、 「もうひとっの中華」その ものの中身は ということは中国や

中華性 とは何か とい う問題 も一 一般的かっ超歴史的に説かれるだけであることが多い。官僚

制や法制、儒教など客観的な 「中国化」の内容と歴史性、そこでの 「東南アジア性」と 「中国

化」の斬 りむす びかたなどにっいてはず いぶん明 らかになったが(研 究史の概要 は[桃 木

1994])、 国家一民族意識や世界像(地 理認識だけでな く歴史認識 も)な ど、意識 と論理構造

の面ではまだまだである。

この点の問題提起 はウッ ドサイ ド[Woodside1971]、 坪井善明[1983]、 古 田元夫[1984;

1991]に よってお こなわれて いる。古田[199ユ:50]は 「中華世界の一員ではあるが独 自の領

域、文化、王朝、歴史を もっ、中国と同等の 自立 した存在としてのベ トナム」という論理を も

っ、 「かなり完成度の高 い国家意識」 としての 「南国」意識が15世 紀 に確立 したことを論 じ、

坪井、古田や在仏研究者たち[Lafont1989]は ベ トナム王朝国家の領域観念や地理認識を、

古田は建国神話の歴史像を、それぞれの角度か ら素描 した。

筆者 も近年、 この問題に関心を もち、[桃 木1992]で は、従来の地理認識の研究が ほとん

ど近現代の側か ら問題を見てきた欠をおぎな うべ く、ベ トナム王朝国家が成立 した10世 紀の側

に視点をおいて、10～15世 紀 に 「南」および 「西」との関係が もった意味の変遷 を論 じようと

こころみた。

本稿で はっついて、 「北」っまり中国との関係をとりあげる3)。今回 も、ベ トナム王朝国家
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を一個の全体 と考えるとい う、はなはだおおざっぱな方法をとる。10世 紀の側か ら歴史を見よ

うとす る点 は同 じだが、あっか う時代は19世 紀まで広げる。まず中国 ・中国人に対す る対抗

(対等)意 識 という、かな り研究 しつ くされたテーマについて、事大主義のあ らわれかたとあ

わせて整理 し、っつ いてベ トナム王朝の正当性原理の背後にあ る地理的 ・歴史的な認識の変遷

を検討する。 これまで漠然と一枚岩的に考え られて きた 「中国 と対等」という意識 ・論理の、

意外な多重性と大きな変化を素描す ることが、筆者の今回のね らいである。

2対 等意 識 と事大 主義

ベ トナム王朝国家においては、自国 と中国を南国と北国、 臼国人 と中国人を南人 と北人と呼

んで対比 し一 中国人のことは王朝名で呼んだ り(例:清 人)、 通時代的に唐人と呼ぶ ことも

あった。口語で はnguoitau(船 の人一船で来た人の意)と 呼ぶ一 両者の対等性を主張する

ことが しば しばおこなわれた。r大 越史記全書』に代表 されるベ トナム王朝年代記は、中国へ

の貢物の進呈や中国か らの朋封の事実を記すが、朝貢使節の派遣とい う行為その ものは 「宋に

如 く」 「清に如 く」などとだけ書かれ、対等の通交関係 とみな している4)。

北 との対抗(特 に軍事的抵抗)は ベ トナム王朝国家の正統性の根幹をなす。1329年 ごろ成立

した、国家祭祀を受 けた神々の事績集r越 旬幽霊集』の 「却敵威敵二大王伝」に、李朝の仁宗

の とき(1076年)に 来侵 した宋兵 に対 して、天上か ら

南国山河南帝居 裁然分定在天書

如何逆虜来侵犯 汝輩行看取敗虚

と詩を吟ずるのが聞 こえたという、ベ トナム人の大好 きな話がのる5)。 「南国の山河には南の

帝が居る」という一句が、北国 ・北の帝 との対比を暗示 していることはいうまでもない。

1285年 の元憲の記録には、保義王陳平仲が元軍に捕 らえ られ、王爵を もって降伏を誘われた

のに対 し、 「む しろ(死 んで)南 の鬼となろ うとも、北の王にはなるまいそ」 と叫んで元人 に

殺された とある6)。1370年 に即位 した陳朝の芸宗は、先朝の国制が宋制 にしたがわなかったの

は、 「南北おのおの、その国に帝た る」がゆえであ るとして、衣服楽章 などを 「北俗」に合わ

せることを拒否 した7)。

同様の表現は、 「南国意識」の確立を しめす文書 と して古田氏が取 り上げた[古 田1991:

49]1428年 の対明独立宣言 「平呉大諾」8)に も、 「趙 ・丁 ・李 ・陳のわが国を肇造 して より、

漢 ・唐 ・宋 ・元 とおのおの一方に帝たり」 という形であ らわれる。18世 紀の知識人呉時仕は、

r大越史記』(通 称西山版、1800年 刊。大越史記前編 とも称する)の 按語において、1010年 に
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李公藏がハ ノイに建都 したことを賞賛す るなかで、ハ ノイが地の利を得た ことの効果と して、

李氏が 「宋に抵抗 し占城を平 らげる」ことができ、その後の歴代帝王 も 「中国に抗衡す る」こ

とがで きた点を強調する9)。

だがやはり、特定の相手への対抗が全面的に主張 され るような状況は、事大主義 と紙一重で

ある。r大 越史記全書』 は、カオバ ンに拠ってハノイの黎朝一鄭氏政権に抵抗 していた莫敬宇

が、1677年 、鄭軍 に追われて中国領鎮安州に逃 げ込んだ記録のなかで、その地を 「内地鎮安

州」と表記するlo)。 ベ トナム史上最高の儒者 とされ る18世 紀の黎貴惇 は、北部の鄭氏が南方

の広南院氏を倒 した際に(1775年)院 賃旧領である順化 ・広南地域(現 在のクアンビン以南)

に派遣されてその歴史 ・地理を記録 したr撫 辺雑録』において、中国を 「上国」と呼び、大明

・大清などとも記すH) 。 これ らは貴惇が依拠 した広南院氏の原文書の表記法なのか、 それと

も黎貴惇 自身の表現なのかが問題だが、いずれに して も近世ベ トナムには、中国を上国と し、

中国を内地と考える意識が存在 した。

同 じ18世紀の儒者呉時仕 は、r大 越史記』(西 山版)の 按語で しばしば、後述するよ うな中

国とベ トナムの峻別を主張するが、そあかれにして時おり、 「わが安南」な どと書 く12)。 安

南が中国による命名であ って自国の国号でないことはい うまで もない。

中国への朝貢について、中国が攻めてきた場合には断固 これを撃退す るが、平時には国力が

違 うので(干 渉の口実を与えぬよう)朝 貢 してお く」という 「安全保障のための朝貢」論が し

ば しば説かれ る13)。 チャンパなどを押えイン ドシナで覇権を確立す るために中国への朝貢外

交が役立 ったともいわれ る[片 倉1972]。 では、対中国朝貢 と中国の朋封は、ベ トナムの

「国内統合」については意味がなか ったのだろうか14)。 莫朝(北 部を支配 したのは1527-92

年)と 後期黎朝=鄭 氏政権(1532-1789年)が 明の朋封を争 ったことは、内乱時の例外的で き

ごととかたづけてすむだろ うか'5)。 「南の中華」の権化ともいうべ きあの玩朝明命帝が、北

京宮廷でのベ トナムの使者の席次が朝鮮、ルア ンプラバ ン、逞羅、琉球などの使者よ り低か っ

たことについて 「ベ トナムの国体 はど うなるのだ」と怒 った'6)の も、明命帝です ら本当の中

国との対等でな く、 「周辺諸国の中で一番と中国に認めさせ る」 ことが国体=ベ トナムの国家

統合のカギ と考えていた、 と解す るのは意地が悪すぎるだろうか。

3正 統性原 理 の多重 性

ベ トナム王朝国家の正統性原理をささえる地理的 ・歴史的認識の変遷にっいては、ベ トナム

の学界での 「民族起源問題」(民 族のルーツ)や 「民族形成問題」(民 族意識の確立)を め ぐ
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る論争のなかで しば しば言及されたが、その多重性の意味、それぞれの認識の もっ意味のちが

いなどは注意されていない。

まず国号を考えてみよう。10世 紀の独立当初 は南晋(951年)、 大盟越(968年)な どの国号

を用いたが、1054年 か ら1802年 の間は、国号を大虞 とした胡朝期(1400-07年)を のぞ き、大

越の国号が使用 された。 これは後述す る建国説話 とともに、 「越人」の世界を代表することを

主張 した ものと言えよう。なお中国側の朋封国名 は初期には交阯(趾)、1174年 以降は安南で

あった。

1802年 に南北を統一 した院朝 は、清朝に南越の国号を許 されず、越南 とした(は じめて自称

と朋封国名が一致)。 両国はこれを、南方(中 国古典の知識か ら越裳 と呼ぶ)か ら出て北部ベ

トナム=安 南を も支配 したことをあ らわす国号だと説明 してお り(越 裳+安 南=越 南)、 院朝

国家の、従来に倍する版図を築いたのだか らそれまでの大越=安 南国家 とは別の国なのだ、と

いう主張を反映 しているように思われる(清 の朋封 を受けた西山朝を滅ぼ したことを、別の国

家なのだか ら 「纂奪 」ではないと主張す る戦略、 という面 も無視で きないが)。 いっぽ う、最

籾に南越の国号 を用 いようしたことが、古代広東の南越国(広 東 ・広西 ・北ベ トナムを支配 し

たとされ る)に っ らなる正統性 を主張す る意図に出たものどうかは明 らかでない。

1838年 、院朝 は今度 は、大南国と自称す る。 「越」のごとき民族性ない し地域性は消えうせ、

「南の中華」であることのみがここに主張されている。

次 に名分論を取 り上げたい。趙佗が建てた古代南越国がベ トナム王朝国家において正統王朝

とされていたことはよく知 られている。上 に引いた平呉大誰が 「趙丁李陳」と列挙 しただけで

なく、最初のベ トナム王朝年代記として知 られ る黎文休のr大 越史記』(1272年 撰進。現存す

るr(大)越 史略』14世 紀末成立 の原テキス トと考え られる)は 、趙武皇(佗)を 最

初の正統王 とす るものだ った。1479年 に枠組 みが確立 しその後 も修補が続 いたr大 越 史記全

書』に も趙紀が立っ。またr大 越史記全書』は、後漢末の交趾太守で これ も広東か ら北部ベ ト

ナムにかけて半独立政権 を建てた士墜にっいて、 「士王紀」を建てる'7)。 唐末、南詔の侵攻

を撃退 しハ ノイに君臨 した中国人(静 海軍節度使)高 馴…にっいて も同書 は、本紀 こそ立てない

ものの、李公緬のハ ノイ遷都の詔の中でハ ノイを 「高王の故都大羅城」と呼ばせている18)。1

5世紀 までのベ トナム王朝国家において は、 「半独立国家を立てた中国人」は自己の正統王朝

の側にかぞえ られていたのである。

ところが18世 紀の呉時仕は、趙佗をわが国を併呑 した侵略者と断 じ、 「南海(引 用者注:広

東の こと)・ 桂林(広 西)の 越 と交趾 ・九真 ・日南(北 部 ・中部ベ トナム)の 越 とは違 うの
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だ」と趙佗正統論を批判す る19)。 呉時仕は士攣について も、士隻が賢人だ ったといって も彼

は 「北命」によってわが国を統治 した ものではないか、 と 「士王」正統論を拒絶する20)。 現

実の中越国境ですべてを分 ける発想である。 こうした意見を反映 してか、玩朝下で編纂された

年代記r欽 定越史通鑑綱 目』(1884年 進呈)で は趙佗の紀は立つが 「趙武王」と王に格下げさ

れており、士隻は単なる漢の地方官の扱いであ る。李公薙のハ ノイ遷都の詔 はr大 越史記全

書』と同 じものが引かれ るが、 「高王」は 「高駐 」に改められている2D。

始祖説話ない し建国神話 にも変化が見 られ る。現在知 られているそれは3っ の層か らなる

[川本1967:35-53][古 田1991:51-52]。

第一は、水の精と火の精が結婚 し、百卵ない し百男が生 まれたが、やがて五十子は母に従 っ

て地上に残 り、五十子は父に従 って水中に戻 った(ま たは母 と五十子は山に入 り父と五十子が

平野に残 った)、 というものである。ベ ト族 と親縁関係にあ るムオン族をは じめ、周辺諸民族

に共通の古い説話が起源 と考え られる。

第二の層は最初の王国と しての文郎国(誰 王または雄王が18代 にわた って統治 した)と 、そ

れを倒 した 「蜀の安陽王」(こ ち らは趙佗に倒 されたとされ る)に 関す る部分で、現存す る

r越史略』冒頭の 「国史沿革」に見えるので、13世 紀には成立 していた と思われ る。ただ し

r越史略』では上の第一の説話は出て こない。黄帝の時すでに交趾が 「百専之表」として西南

方 にあった、それ は交趾、越裳氏、九真、 日南など15部(お おむねベ トナム北部の地名に比定

され る)に 分かれていた、周の荘王(在 位697～682B.C.)の 時、嘉寧部に異人があ り、幻術

で諸部を服属させて維王と称 し、文郎部 に都 して文郎国と号 した、18世 ののちに蜀の王子が こ

れを滅ぼ し安陽王 と号 した、などがその内容で、黄帝にはじまる中国の建国説話と、越裳氏や

交趾 ・九真 ・日南などの南方に関す る古代中国の記録を利用 して組み立て られている。

最後がr嶺 南撫怪』(現 行テキス トは1492年 に成立)やr大 越史記全書』など15世 紀のテキ

ス トにあ らわれ る 「鴻彪王朝」の説話で、そこで は最初の王である浬陽王は炎帝神農氏の4代

目の子孫で、父の帝明は聡明なかれを跡継 ぎに望んだが、かれが固辞 したたあやむな くその兄

「帝宜」に北方を治めさせ、漣陽王には南方 を治めさせた、とされる。 またこの説話にいた っ

て、上の二っの説話が連結 される。百男を生んだ水の精は箔竜君の名で浬陽王の息子とされ、

雄(各勧 王はその絡竜君の長子には じまるもの となる6文 郎国は依然15部(名 前の一部が変わ

る)か らなるが、その境域 は 「東は南海、西 は巴蜀にいたり、北は洞庭湖にいた り、南 は胡孫

国=占 城に接する」 ものとされる。浬陽王か ら雄王18世 までの年数 は2622年 間(浬 陽王の受封

は壬戌年、安陽王による滅亡は紀元前257年 とす る)と 記される。これがベ トナム建国説話の完
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成版であ る。

ただ し近世考証学はベ トナムに もおよんでいる。18世 紀の呉時仕は、文郎国の年数を不明 と

し、 浬陽王の壬戌受封 を根拠がないとして削除す ることで、直接それ と非難 はしない ものの

2622年 説を否定 し22)、 「北は洞庭湖」にっいて も、15部 の地名がみなベ トナム国内に比定 さ

れ る こ と な どか ら、 あ りえ ぬ こ と と す る23)。19世 紀 のr欽 定 越 史 通 鑑 綱 目 』

国の年数を記さない一

これ も文郎

の編者 と 「御批」を付 した嗣徳帝 も、文郎国の境域 に疑いを投げかけ

る24)。

4「 南 国」 はな にを代 表す るか

以上 ざっと見ただけで も、ベ トナム王朝国家の支配者 と知識人たちが、中国への対抗意識と

事大主義のはざまで苦闘 していたさまが うかがわれよう。 しか も中国に対抗すべき主体 として

のベ トナム王朝 国家 「南国」はなにを代表するか 自体、洞庭湖の南 古代中国でい う 「百

越」全体の世界、広東か らベ トナムまでを支配する政権一南越の世界、現実のベ トナム国家の

範囲、抽象的な 「中華世界の南半分」など多様な観念を共存 させていた。

と述べただけで は 「超歴史的」とのそ しりをまぬかれない。10世 紀の側か ら歴史を見るとは、

19世紀院朝の小中華体制の研究の多 くが、小中華体制をベ トナムの 「伝統」 として超歴史的に

とらえてきたことへの批判をふ くむ。筆者はこれまで10世 紀の独立直後のベ トナム国家が、あ

まり 「中国的」な国家でなかったことをさまざまな角度か ら論 じて きたが、今回のテーマにつ

いて も同 じことを指摘 したい。

まず、ベ トナムが自己を 「中華世界のなかで中国に対抗す る存在」と明確に位置づけたのは

・漢字の使用、漢字の国号や皇帝 という漢字称号など、 「最初か らあ った」側面を別とすれ

ま` 一黄帝から説 き起 こす沿革論や趙佗 ・士愛を正統とする歴史論をふ くむ黎文休のr大 越史

記』、r越 旬幽霊集』などが成立 した陳朝下、13～14世 紀の ことだ としかいえない。11世 紀の

宋 との戦 いに関す る 「南国山河」の話 も、出て来るのはこれ ら13世紀以降の史料である。それ

以前の史料は現存 しないか ら、雄王の話 ともども、それ以前から記録 にあった可能性 は否定で

きないのだが、ウォルタースやテイラーが一連の論考で述べた通り、陳朝期の史料には、 「中

国化」を推進する陳朝期儒教官僚の同時代像が強力に投影 されている25)。

13～14世 紀の段階では現実のベ トナムまたは南越の世界だ った 「大越国が代表すべ き範囲」

は、 「南国意識」の確立 と同 じ15世紀の 「鴻彪王朝」説話にいたって、百越世界全体に広がっ

た。 「大越」の国号 にもっともふ さわ しい範囲が与え られるい っぽ うで、 しか し漢民族 とち
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がって中華世界か らはみだ しうる要素をもっ 「(百)越 」の世界は、全体 として中華世界の大

枠のなかに組み込まれたのであ った。13～ 正5世紀における 「非中華的要素を内部に組み込んだ

南の中華の確立」という図式 は、世界像について もあて はまると考える。

18世 紀以降には、現実の南進の進展に もかかわ らず、世界像 は縮小する26)。 「(百)越 の

世界」の主張は批判にさらされる。院朝 は 「南越」の国号を用いようとは したが、その一方で

趙佗や士隻の格下 げ も進 あている。呉時仕が 「南海 ・桂林の越 と交趾 ・九真 ・日南の越は別

だ」と叫んだように、南中国の漢化の進展によって、南中国か らベ トナムにまたがるひとつの

世界は考えにくくなって しまったのだろう。

しか も呉時仕 自身を して 「わが安南」 と口をすべ らせる事大意識のように、明清代中国の

(かな り物理的な)膨 張の圧力は、ベ トナムにもおよんでいる。非中華的な 「越の世界」は も

はや ベ トナム南部の新開地で もなければ 全 面的に存在の余地をなくして いたと思われ

る。ベ トナム南部には存在 しうる、という論理によったのが 「越裳+安 南=越 南」であ り、そ

れ もしょせん不十分だ、 もはや 「中華世界のなかでの中国への対抗」のために主張 しうる 「漢

民族とことなるエスニシティ」はどこにもない、というのが 「大南国」ではなか ったか(越 南、

大南 とも、大越=安 南より領土が大 きい、 とい う自負の論理がそ こに存在 しては じめて成 り

立 った ものだろうが)。 「中国化」と 「脱中国」を両立 させることで正当性を維持 してきたベ

トナム王朝国家にとって、それは 「追いつめ られた」姿だったのだろうか、それ とも 「ベ トナ

ムは しょせん東南アジアでな く南中国のっづき」であって、非中華的要素は一時的、例外的な

ものにす ぎなかったのだろ うか。

【注 】

(1)中 国 との 関 係 史 は[山 本1975]、 最 後 の 王 朝 と な っ た 院 朝(1802-1945)に 代 表 さ れ

る 中 国 へ の 対 抗 意 識 と 対 抗 中 華 の 建 設 に つ い て の 素 描 は[Woodside1971][坪 井1983;

1991]「 中 国 化 」 と 「脱 中 国 」 の 交 錯 と い う観 点 か らの ベ トナ ム 王 朝 史 の 素 描 は[古 田

1991][桃 木1993]な ど。

(2)近 世 タ イ の 地 方 統 治 体 制 にっ い て は[田 辺1972]、 ビ ル マ にっ いて は[渡 辺1987]な

ど を と りあ え ず 参 照 。 王 権 論 ・国 家 論 で は タ イ の[Tambiah1976]、 ビル マ の ア ウ ン トゥ

イ ン、 リー バ ー マ ンの 研 究(紹 介 は[岩 城1992])な ど も重 要 で あ る 。

(3)本 稿 は 、 大 阪 歴 史 科 学 協 議 会(1993年9月11日)、 文 部 省 科 学 研 究 費 重 点 領 域 研 究 「総

合 的 地 域 研 究 」 公 募 班 「東 南 ア ジ ア の 言 語 資 料 に み る国 家 意 識 の 形 成 」 研 究 会(同 年9月18
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日)で の報告 「ベ トナム型華夷意識序論」の一部に手を加えたものである。研究会の席上で

コメントをいただいた諸氏に感謝す る。

(4)18世 紀末、バ ンコク朝の援助を受けて西山朝 と戦 った院福暎は、シャムに朝貢国とな

る しるしの金銀花を贈 っており(r大 南宴録前編』第1紀1:世 祖壬寅3年(1782)条)、

力関係か らも対西山戦勝利(1802年)ま で はシャムへの朝貢は自然であ ったが、シャムへの

遣使はっねに 「逞 に如 く」と書かれる。

(5)15世 紀 に成立 したr大 越史記全書』(本 紀3=李 仁宗太寧5年 春3月 条)に もこの話

が引かれている。

(6)r大 越史記全書』本紀5:陳 仁宗紹宝7年(1285)2月 。

(7)同 書、本紀7:陳 芸宗紹慶元年11月15日 。

(8)独 立後 のベ トナム(特 に北部)で は 「民族形成問題」の研究が さかんで、平呉大諮 は

しば しば、 「ベ トナム民族意識 の確立」の証拠 と して引かれ る。研究史の概要は[Phan

HuyLe1981]な ど。

(9)本 紀2:李 太祖1頂天元年(1010)条 の 「史臣呉時仕 日」。

(10)本 紀19:黎 玄宗景治5年<1667>9月 条。

(11)た とえば 「至如上国福建 ・広東各膳有載紅銅、亦具開報、依価買之」(巻4・23a)。

大明の例は巻1・31ar大 明通臣龍門将軍楊彦迫」、巻4・34ar大 明永楽時、有没入順化

市舶提挙司」、大清の例は巻1・33br大 清康煕之四十一年五月、遣人附逞国貢船、齎物礼

詣広東求進貢、総督為之請、大清聖祖不許」

(12)た とえば国の沿革を書いた外紀巻1冒 頭の按語で、尭が義氏に命 じて南交におらしめた

という中国の古典を引いて、南交 というのは 「今吾安南地」だとす る。

(13)た とえば黎桓が宋軍を撃退 したのちに宋 に朝貢 した ことにっ いて述 べた[DaoDuy

Anhig58:177]な ど、ベ トナムで発行 されて いるあらゆる通史のなかで、 この説明が見

られる。その背後 に現代ベ トナム史学界の 「中国 は南中国諸地域で したのと同 じように、ベ

トナムの支配 ・同化をつね にね らって いた」 とい う歴史観があ る。 たとえば[TranVan

Giau198099-145]o

(14)ベ トナムの対 中国朝貢 も朝貢貿易の意味を もっていたことについては[桃 木1990]で

指摘 した。

(15)た とえば[佐 世1985:28]は 、黎朝が開国功臣勢力を押え皇帝専制体制を築 くうえで、

1436年 の安南国王朋封が大きな意味を もったことを指摘す る(朋 封 されてはじめて黎氏は国
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内 ・周辺諸国向けに皇帝を称 しえた)。 なおベ トナム通史 はしば しば、広南院氏が1701年 に、

黎朝=鄭 氏に対抗 して清朝に求封 したことを述べるが、 これがおそ らく広東で処理され、北

京宮廷に達 しなか ったことにっいては[桃 木1995]に 述べた。

(16)r大 南宴録正編』第2紀220:明 命21年(1840)12月 「帝日、班次一事、是年前清国礼

部失於排列耳。初豊有我使班在高麗、南掌、逞羅、琉球之次之例乎。且高麗文献之邦、固無

足論。若南掌、則受貢於我、逞羅 ・琉球、拉是夷狭之国。我使班在其次、尚成何国体哉 ・・

●'」

(17)14世 紀の神 々の伝記r越 旬幽霊集』でも、士隻(嘉 応善感霊武大王)の 伝が巻頭に載る。

(18)本 紀巻2:李 太祖順天元年(1010)条 。なお同書外紀巻5:丙 戌(866年)条 には、高

駐が 「拠我府称王」 したとあり、その記事に対する黎文休の論賛(r大 越史記』か ら引かれ

たものとされ る)で も騨が 「拠城称王」 した ことをほあている。

(19)r大 越史記』(西 山版)外 紀巻2「 外属趙紀」冒頭。

(20)同 書、外紀巻3:内 属東漢紀丁卯(188年)条 の 「史臣呉時仕日」。

(21)正 編巻2:李 太祖順天元年秋7月 条。

(22)r大 越史記』(西 山版)外 紀巻1:漣 陽王紀の 「史臣呉時仕日」

(23)同:雄 王紀の 「史臣呉時仕 日」

(24)前 編巻1:雄 王、特 に4a-b.

(25)r大 越史記』について[Wolters1976;1988]ほ か、r越 旬幽霊集』にっいて[Tay-

for1986]

(26)広 南朝院氏の世界像はほとんどふれることができなか った。これにっいては[桃 木1995]

で素描 したのだが、対 中関係が世界像の中にどう位置づけられていたかは、まだ明 らかでな

い。
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r大南建録』(全20冊)慶 応義塾大学言語文化研究所(第4冊 までは慶応義塾大学語学研究

所)刊 、1961～81年.

r大越史記』(西 山版、味経書屋本)東 洋文庫蔵.

r校合本大越史記全書』陳荊和編校(東 洋学文献セ ンター叢刊第42集 、全3冊)東 京大学東洋

文化研究所附属東洋学文献センター、1984年.
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